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第４節 企業防災の促進 

関係機関 公民協働推進室、産業振興室 

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域

との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じたリスクコントロー

ルとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努める。 

また、市は、事業者の防災活動を促進するため、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努める。 

１ 事業者 

(１) 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

被災による業務中断という事態に積極的に備えていくため、あらかじめ想定されるリスクが発生した

場合に事業者が遂行する重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、運用するよう努

める。 

(２) 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

東日本大震災では、被災地はもとより、サプライチェーンの寸断により、経済活動への影響が全国に

及ぶなど、経済活動が直接の取引先との間で完結するものでなく、サプライチェーンを通じて、広く連

鎖すること等が明らかとなったことを踏まえ、次に示すような事業継続上の取組みを継続的に実施する

など、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組みを通じて企業防災の推進に努める。 

  ア 防災体制の整備 

  イ 従業員の安否確認体制の整備 

  ウ 必要な物資・資機材の備蓄や防災用品の整備 

  エ 防災訓練 

  オ 事業所の耐震化・耐浪化 

  カ 損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保 

  キ 予想被害からの復旧計画の策定 

  ク 各計画の点検・見直し 

  ケ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

  コ 取引先とのサプライチェーンの確保 

(３) その他 

ア 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者等、災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、

物資等提供の協定締結、地域の防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努める。 

イ 事業者は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止

を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

ウ 豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよ

う、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置

を講ずるよう努める。 

エ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設毎の規定（介護保険法等）や、災害に対応するた

めの災害毎の規定（水防法等）により、自然災害からの避難を含む計画を作成する。 

２ 市 

市は、こうした事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施や

防災活動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支援する団体等との連携体制を構築し、広報・啓
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発や必要な情報提供等の支援に努めるとともに、研修会の実施や必要な助言を行う。また、事業者によ

る従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支援するとともに商工会議所等と連携し、中小企業等による

事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、事業継続力強化支援計画

の策定に努めるものとする。 

  


